
一般社団法人日本病院会会長殿

基発 0331第 27号

平成 28年 3月 31日

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

「労働安全衛生法第 28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による

健康障害を防止するための指針」について明知依頼）

労働基準行政の推進につきましては、平素より御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 28条第3項に基づき、厚生

労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労働大

臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が、当該化学物質による労働者の健康障害を防止

するための指針（労働安全衛生法第 28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質に

よる健康障害を防止するための指針（平成 24年 10月 10日付け健康障害を防止するための指針公

示第 23号）。以下「がん原性指針」としづ。）を公表しております。

平成3年に四塩化炭素による健康障害を防止するための指針（平成3年8月初日付け健康障害

を防止するための指針公示第 1号）を公示して以来、対象物質ごとにそれぞれ健康障害を防止す

るための指針を公示してきましたが、平成 23年に塩化アリノレ等B物質を新たに健康障害を防止す

るための指針の対象とするに当たり、それまでに公示してきた健康障害を防止するための指針を

統合し、労働安全衛生法第 28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康

障害を防止するための指針（平成 23年 10月 28日付け健康障害を防止するための指針公示第 22

号）として公示し、平成 24年に労働安全衛生法第 28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定

める化学物質による健康障害を防止するための指針としてすべて改正したところです。

また、がん原性指針は、従来国の試験により発がん性が明らかとなった物質を対象としていた

ところですが、これに加え、特定化学物質障害予防規則（昭和 47年労働省令第 39号。以下「特

化則」という。）により、一部の業務について発がん性に着目した健康障害防止措置が義務付けら

れている物質について、法令により規制の対象とされなかった業務（健康障害のリスクが低い業

務を除く。）については、所要の措置を講じる必要があり、がん原性指針の対象としているところ

です。

つきましては、貴団体におかれましでも、がん原性指針の趣旨を御理解いただき、下記の留意

事項について傘下会員に対する周知を図られますとともに、これらの化学物質による健康障害の

防止対策が適切に行われるようお願い申し上げます。

なお、本通知をもって別記の通知は廃止することを申し添えます。

記
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第1 全般的事項

1 がん原性指針の対象物質

日本バイオアッセイ研究センターにおける哨乳動物を用いた長期毒性試験の結果から、ロ南

乳動物にがんを生じさせることが判明した化学物質については、ヒトに対するがん原性は確

定していないものの、労働者が当該物質に長期間ばく蕗した場合にがんを生ずる可能性が否

定できないことから、がん原性指針の対象としてきたところである。一方、特化則により、

一部の業務について発がん性に着目した健康障害防止措置が義務付けられている物質につい

ては、法令により規制の対象とされなかった業務においても所要の措置を講じる必要が生じ

たため、がん原性指針の対象としているところである。

2 がん原性指針の対象となる業務等

がん原性指針は、原則として、法第 28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学

物質（以下「対象物質Jという。）又はこれらをその重量の 1パーセントを超えて含有するも

の（以下「対象物質等」という。）を製造し、又は取り扱う業務のうち特化則により発がん性

に着目した規制が設けられていないものを対象とするが、がん原性指針に規定する措置のう

ち3から 7までについτは、次の点に留意が必要であること。なお、がん原性指針3から 7

までの適用については、別紙1を参照すること。

( 1 ）がん原性指針3 （対象物質へのばく露を低減するための措置について）関係

対象物質へのばく露を低減するための措置は、特化則や有機溶剤l中毒予防規則（昭和 47

年労働省令第 36号。以下「有機則Jという。）に規定する措置と重複しないこととする必

要があることから、重複の仕方に応じて対象物質等の製造・取扱業務を次の4つのグルー

プに分け、それぞれについて措置を規定したものである。

ア 対象物質のうち、労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号。以下「令」という。）

5Jlj表第6の2の有機溶剤lに該当する 1' 1' 1 トリクロロエタン及びN, Nージメチ

ルホルムアミド（以下「有機則対象物質Jという。）又は対象物質等のうち、有機則対象

物質を含有し、かっ、有機員I）第 1条第2号の有機溶剤l含有物に該当するもの（以下「有

機則対象物質等」という。）に係る有機則第l条第1項第日号に規定する有機溶剤業務

イ 令別表第3に規定する特定化学物質であるパラ ニトロクロルベンゼン又はこれをそ

の重量の5パーセントを超えて含有するもの（以下「パラーニトロクロノレベンゼン等」

という。）の製造・取扱業務（以下「パラーニトロクロルベンゼ、ン製造・取扱業務」とい

う。）

ウ 令別表第3に規定する特定化学物質に該当する対象物質（パラーニトロクロルベンゼ

ンを除く。）であって、これを製造し、若しくは取り扱う業務のうち、一定の業務につい

てのみ特化則が適用されるもの（以下「特化則一部対象物質」という。）又はこれをその

重量の 1パーセントを超えて含有するもの（以下「特化員I）一部対象物質等」としづ。）に

係る、当該一定の業務に該当しない業務（以下「エチルベンゼン等特化則適用除外業務」

という。）

エ 対象物質等（上記ウの業務の対象となる対象物質等を除く。）の製造・取扱業務のうち、

上記ア及びイ以外の業務（これには、有機則対象物質等に係る有機溶剤業務以外の製造・
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取扱業務及びパラーニトロクロノレベンゼンを重量の 1パーセントを超え5パーセント以

下含有するものの製造・取扱業務が含まれる。）

( 2）がん原性指針4 （作業環境測定について）関係

作業環境測定、測定結果の評価等に関して、（ 1 ）と問機の趣旨から、対象物質等の製造・

取扱業務を次の3つのグループに分け、それぞれについて措置を規定したものである。

ア 上記（ 1 ）ア及びイの業務

イ 上記（ 1）ウの業務

ウ 上記（ 1 ）エの業務なお、当該業務のうち、 2ーアミノー4ークロロフェノール、

アントラセン、キノリン及びその塩、 l, 4ージクロロ－ 2ーニトロベンゼン、多層カ

ーボンナノチューブ（がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの

として厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る。）並びに l ブロモブタン文はこれ

らをその重量の1パーセントを超えて含有するものの製造・取扱業務については、作業

環境測定の実施を規定しているが、結果の評価を行うための指標となる値を定めていな

いため、結果の評価等については規定していない。

( 3）がん原性指針5 （労働衛生教育について）及び6 （労働者の把握について）関係

対象物質等を製造し、又は取り扱う業務のうち、特化則の対象となる業務については、

これらの項目の対象から除外したものである。なお、特化則適用業務においても労働安全

衛生規則（昭和 47年労働省令第 32号。以下「安衛則」という。）第4章に基づく安全衛生

教育が必要であることに留意すること。

(4）がん原性指針7 (Fu;険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付について）関係

危険有害性等の表示及び該波提供時の文書交付について、法により義務が課せられてい

るかどうかにより対象物質等を次の3つのグループに分けた上で、それぞれについて措置

を規定したものである。

なお、「オノレト フェニレンジアミン及びその塩」及び「ヒドラジン及びその塩並びにヒ

ドラジンー水和物Jについては、塩であるか否かにより異なるグループに分かれるので留

意すること。

ア 危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付のいずれについても法により義務とさ

れているもの（表示・通知対象物）

表示・通知対象物は、エチルベンゼン、クロロホノレム、四塩化炭素、 1, 4ージオキ

サン、 1, 2 ジクロロエタン、 1, 2ージクロロプロパン、ジクロロメタン、ジメチ

ルー 2, 2ージクロロピ、ニノレホスフェイト、 N,Nージメチルホノレムアミド、スチレン、

l, 1' 2' 2ーテトラクロ旬エタン、テトラクロロエチレン、 1' 1' 1 トリクロ

ルエタン、トリクロロエチレン、パラーニトロクロルベンゼ、ン及びメチルイソブチルケ

トンであること。

イ 譲渡提供時の文書交付はf去により義務とされているが、危険有害性等の表示について

は安衛則第 24条の 14の規定により努力義務とされているもの（通知対象物）

通知対象物は、 2, 3 エポキシー 1ープロパノール、塩化アリル、オノレトーフェニ

レンジアミン、酢酸ピニル、 N, N ジメチルアセトアミド、ノルマループチルー 2,

3ーエポキシプロヒ。ルエーテル、パラ ジクロルベンゼン、ヒドラジン及びヒドラジン
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一水平日物、ピフェニノレ並びに2ーブ、テナールて、あること。

ウ 危険有害性等の表示及び談渡提供時の文書交付のいずれについても安衛貝lj第 24条の

15の規定により努力義務とされているもの（表示・通知努力義務対象物）

表示・通知努力義務対象物は、 2 アミノ－ 4ークロロフェノーノレ、アントラセン、

オルトーフェニレンジアミンの塩、キノリン及びその嵐、 l クロロー 2 ニトロベン

ゼン、 1, 4ージクロロー 2ーニトロベンゼン、 2, 4ージクロロー lーニトロベンゼ

ン、 4 ターシャリーブチルカテコール、多層カ｝ボンナノチュ｝ブ（がんその他の重

度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基準局長が定め

るものに限る。）、パラ ニトロアニソール、ヒドラジンの塩、 1ーブロモー 3ークロロ

プロパン、 1－ブロモブタン並びにメタクリノレ酸2,3ーエポキシプロピルであること。

また、がん原性指針7で規定している措置には、 f去又は安衛則の規定に基づく表示、

通知等の措置に加え、化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関す

る指針（平成 24年厚生労働省告示第 133号）の規定に基づく、労働者（安衛員lj第 24条

の 14の危険有害化学物質等を製造し、又は輸入する事業者の労働者を含む。）に当該物

を取り扱わせる場合に事業者が行うべき表示、通知等の措置が含まれること。

第2 細部事項

1 がん原性指針3 ( 1）関係

有機則が適用される業務にあっては、設備の密閉化、局所排気装置の設置等有機則に定め

るばく露低減措置を講ずる必要があるが、これに加えてがん原性指針に定める措置を講ずる

ことによって、有機則対象物質へのばく露を低減させる趣旨であること。これらの措置につ

いては、有機則においては特段の規定を設けていないが、有機則対象物質へのばく露を低減

させるために有効とされる措置であり、有機則対象物質がヒトに対するがん原性を示す可能

性があることを踏まえ講ずることとしている。

(1）がん原性指針3 (1）ア関係

労働者の有機則対象物質へのばく露の低減を図るため、事業場における有機則対象物質

等の製造又は取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を総合的に勘案し、がん原性

指針3 (1）アに掲げる項目の中から当該事業場において適切な措置を講ずることとした

ものであり、がん原性指針3 ( 1）アに掲げるすべての項目について措置を講ずることを

求める趣旨ではないこと。例えば、有機則適用業務であるため既に局所排気装置の設置を

lしている場合に、更に有機則対象物質へのばく露の低減を図るために、作業方法の改善及

び保護具の利用を効果的に行う等の措置を講ずることは、がん原性指針の趣旨に沿うもの

であること。

なお、「その他必要な措置」には、より有害性の低い代替物質への変更、隔離室での遠隔

操作等が含まれること。また（ア）①「使用条件等の変更」には、使用温度の適正化等が

あること。

〔2）がん原性指針3 ( 1）イ関係

有機則対象物質を含有する排気、排液等の作業場外への排出に当たっては、事業場の汚

染による労働者の健康障害の防止はもちろん、付近一体の汚染の防止に対しても配慮する
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ことを示したものであること。

( 3 ）がん原性指針3 (1）エ関係

設備、装置等の操作、調整及び点検、異常な事態が発生した場合の措置、保護具の使用

等についての作業基準を作成し、これを労働者に遵守させることによって、より効果的に

ばく露の低減化を図ることを目的としたものであること。

2 がん原性指針3 ( 2）関係

特化則が適用される業務については、設備の密閉化、局所排気装置の設置等特化員ljに定め

るばく露低減措置を講ずる必要があるが、これに加えてがん原性指針に定める措置を講ずる

ことによって、パラーニトロクロルベンゼンへのばく露を低減させる趣旨であること。これ

らの措置については、特化則において特段の規定を設けていないが、パラ ニトロクロルベ

ンゼンへのばく露を低減させるために有効な措置であり、パラーニトロクロルベンゼンがヒ

トに対するがん原性を示す可能性があることを踏まえ講ずることとしている。

( 1 ）がん原性指針3 ( 2）ア関係

労働者のパラーニトロクロルベンゼンへのばく露の低減を図るため、事業場におけるパ

ラ ニトロクロルベンゼン等の製造又は取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を

総合的に勘案し、がん原性指針3 (2）アに掲げる項目の中から当該事業場において適切

な措置を講ずることとしたものであり、がん原性指針3 ( 2）アに掲げるすべての項目に

ついて措置を講ずることを求める趣旨ではないこと。例えば、特化貝lj適用業務であるため

既に局所排気装置の設置をしている場合に、更にパラーニトロクロルベンゼンへのばく露

の低減を図るため、作業方法を改善し、あるいは作業位置を工夫する等の措置を講ずるこ

とは1がん原性指針の趣旨に沿うものであること。

なお、がん原性指針3 ( 2）ア（ア）①「使用条件等の変更」には、パラーニトロクロ

ルバらゼン等の湿潤化等があること。

(2）がん原性指針3 ( 2）イ関係

上記 1 ( 2）と同様の趣旨であること。

( 3 ）がん原性指針3 (2）エ関係

上記 1 (3）と同様の趣旨であること。

3 がん原性指針3 ( 3）関係

( 1 ）がん原性指針3 ( 3）ア関係

労働者の特化則一部対象物質へのばく露の低減を図るため、事業場における特化則一部

対象物質等の製造又は取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を総合的に勘案し、

がん原性指針3 ( 3）アに掲げる項目の中から当該事業場において適切な措置を講ずるこ

ととしたものであり、がん原性指針3 (3）アに掲げるすべての項目について措置を講ず

ることを求める趣旨ではないこと。例えば、 l日のうち、特化則一部対象物質にばく露す

る時間が極めて短時間である等の理由によって、設備の密閉化あるいは局所排気装置の設

置が必ずしも現実的でない場合においては、作業方法の改善及び保護具の使用を効果的に

行い、特化員lj一部対象物質へのばく露の低減を図る等の措置を講ずることで足りるもので

あること。

なお、「その他必要な措置」には、より有害性の少ない代替物質への変更、隔離室での遠
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隔作業等が含まれること。また、がん原性指針3 ( 3 ）＿ア（ア）①「使用条件等の変更」

には、使用温度の適正化等が、同④「局所排気装置等Jには局所排気装置のほか、プッシ

ユプル型換気装置及び全体換気装置が含まれること。

(2）がん原性指針3 (3）ア（イ）③関係

特化則一部対象物質に対応する保護具は、特化則第 43条に規定する呼吸用保護具及び第

44条に基づく保護衣等並びに第 38条のBの規定により準用する有機則第 32条及び第 33

条に規定する呼吸用保護具等に準じたもゐとすること。

( 3）がん原性指針3 (3）イ（ウ）関係

上記1 ( 2）と同様の趣旨であること。

( 4）がん原性指針3 (3）エ関係

上記1 (3）と同様の趣旨であること。

4 がん原性指針3 ( 4）関係

( 1）がん原性指針3 (4）ア関係

労働者の対象物質（特化則一部対象物質を除く。以下4において同じ。）へのばく露の低

減を図るため、事業場における対象物質の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業

の態様等を総合的に勘案し、がん原性指針3 (3）アに掲げる項目の中から当該事業場に

おいて適切な措置を講ずることとしたものであり、がん原性指針3 (4）アに掲げるすべ

ての項目について措置を講ずることを求める趣旨ではないこと。

( 2）がが原性指針3 ( 4）ア（イ）③関係

対象物質のうち、 2ーアミノー4 クロロフェノール、塩化アリル、オルトーフェニレ、

ンジアミン及びその塩、 1ークロロー 2ーニトロベンゼン、 2, 4ージクロロー 1ーニト

ロベンゼン、 N, N ジメチルアセトアミド、多層カーボンナノチューブ‘（がんその他の

重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基準局長が定め

るものに限る。）、ノルマルブチル 2, 3 エポキシプロピルエーテル、パラ ニトロ

アニソーノレ、 1ーブロモ 3ークロロプロパン及び1ーブロモブタンに対応する保護具は

目lj紙2に示したとおりであること。

なお、メタクリノレ酸2, 3ーエポキシプロピルに対応する保護具については、改めて示

す予定であること。

( 3）がん原性指針3 ( 4）イ（！？）関係

上記1 ( 2）と同様の趣旨であること。

(4）がん原性指針3 ( 4）エ関係

上記1 (3）と同様の趣旨であること。

5 がん原性指針4 ( 1）関係

有機則においては有機則対象物質等に係る作業環境測定の結果及びその評価の記録を3年

間保存しなければならないこととされており、特化則においてはパラーニトロクロルベンゼ

ン等に係る作業環境測定の結果及びその評価の記録を原則として3年間保存しなければなら

ないこととされているが、がん原性指針においてはこれらの物質に係る作業環境測定の結果

及びその評価の結果を記録し、これを 30年間保存することとした。これは、有機則対象物質

及びパラーニトロクロルベンゼンのヒトに対するがん原性については現時点では評価が確定
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してはいないものの、その可能性があることから、がん等の遅発性の健康障害は、そのばく

露状況を長期間にわたって把握する必要があることを考慮し、特定化学物質障害予防規則の

特別管理物質に係る作業の記録の保存の規定にならったものであること。

また、問様の趣旨から、有機則対象物質及びパラーニトロクロルベンゼンについてそのが

ん原性に着目した作業環境管理を行う必要があることから、がん原性指針の対象となる作業

場については、作業環境評価基準（昭和 63年労働省告示第 79号）第2条の第1管理区分を

維持するよう指導すること。

自 がん原性指針4 ( 2）関係

上記5と同様の趣旨から、特化則の特別管理物質に係る作業の記録の保存の規定にならっ

て、エチルベンゼン等特化則適用除外業務に係る作業環境測定の結果及び結果の評価の記録

を30年間保存することとしたこと。また、上記5と同様に、第1管理区分を維持するよう指

導すること。

なお、 4 ( 2）イの「その他労働者の健康障害を予防するため必要な措置」には、産業医

等が作業環境測定の評価の結果に基づいて必要と認めたときに行う健康診断、労働者の就業

場所の変更等があること。

7 がん原性指針4 ( 3）関係

( 1 ）がル原性指針4 ( 3）ア関係

対象物質（第1の2 ( 1）エの業務の対象となる物質に限る。 7において同じ。）を製造

し、又は取り扱う業務の作業環境測定については、作業環境測定基準（昭和 51年労働省告

示第46号）に定める方法に準じ、次のように行うこと。

ア 対象物質の試料の採取方法及び分析方法は、別紙3に掲げるもの又はこれと同等以上

の性能を有するものによること。

ィ漏定点は、単位作業場所（当該作業場の区域のうち、労働者の作業中の行動範囲、有

害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のための区域をいう。以下同じ。）

の床面上に6メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上 50センチ

メートル以上 150センチメートル以下の位置（設備等があって測定が著しく困難な位置

を除く。）とすること。

ただし、単位作業場所における空気中の測定対象物の濃度がほぼ均一であることが明

らかなときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に 6メートルを超える

等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とすることができること。

ウ 上記イの規定にかかわらず、上記イの規定により測定点が5に満たないこととなる場

合にあっても、測定点は、単位場所について5以上とすること。

ただし、単位作業場所が著しく狭い場合で、あって、当該単位作業場所における測定対

象物の濃度がほぼ均一であることが明らかな場合は、この限りでないこと。

エ 測定は、作業が定常的に行われている時間に行うこと。

オ対象物質の蒸気の発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっ

ては、上記イからエによる測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、空気中の測定

対象物の濃度が最も高くなると恩われる時間に、当該作業が行われる位置において測定

を行うこと。
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カ ーの測定点における試料空気の採取時聞は、 10分以上の継続した時間とすること。

( 2）がん原性指針4 ( 3）イ関係

ア 測定結果の評価に当たっては、作業環境評価基準に準じ、単位作業場所ごとに次のよ

うに評価を行うこと。

（ア）上記（ 1 ）のイからエによる測定（以下「A測定j という。）のみを行った場合は、

評価値を作業環境測定結果を評価するための指標となる値（以下「評価指標」という。

対象物質の評価指標は、別紙3に示すとおりとする。）と比較すること。評価値は、次

の式により計算するものとする。

logEA=logM+l. 645/" (log2σ＋O. 084) 

EA、M及びσは、それぞれ次の値を表すものとする。

EA：評価値

M:A測定の測定値の幾何平均値

σ：A測定の測定値の幾何標準偏差

（イ） A測定及び上記（ 1 ）のオによる測定（以下旬測定」という。）を行った場合は、

評価値及び B測定の測定値.( 2以上の測定点において測定を実施した場合はその最大

値）を評価指標と比較すること。

（ワ）測定する機器については、評価指標の 10分の lまで精度よく測定できるものを使用

すること。

（エ）測定対象物の濃度が当該測定で採用した試料採取方法及び分析方法によって求めら

れる定量下限の値に満たない単位作業場所にあっては、当該定量下限の値を当該調IJ定

点における測定値とみなすこと。

（オ）測定値が評価指標の10分の 1に満たない場合には、評価指標の 10分の 1を当該測

定点における測定値とみなすことができること。

イ 対象物質については、人に対するがん原性については現時点では評価が確定していな

いものの、その可能性があることに着目した作業環境管理を行う必要があること。

このため、別紙3に示すACGIH＇の TLV-TWA及び日本産業衛生学会の許容濃度を常に下

回ることとなるよう管浬を維持するよう努めること。

なお、「その他労働者の健康障害を予防するため必要な措置」は、上記6と同様の趣旨

であること。

( 3）がん原性指針4 ( 3）ウ関係

上記5と同様の趣旨から、特化則の特別管理物質に係る作業の記録の保存の規定になら

って、作業環境測定の結果の記録を 30年間保存するものとしたこと。

8 がん原性指針5関係

本教育は作業の変更がない限り繰り返し行う必要はないこと。

有機則対象物質に関し、有機則適用業務にあっては、昭和 59年6月 29日付け基発第 337

号「有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育の推進について」により法第 59条第3項に規

定する特別教育に準じた教育を行うこととされているが、有機則対象物質の有害性にかんが

み、がん原性指針の適用となる有機員lj適用業務以外の業務に従事する労働者に対しでも、適

切な教育を行うことが必要であることを考慮、したものであること。なお、また、有機則適用
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業務において既に上記通達による教育を実施している場合は、重ねてがん原性指針による教

育を実施する必要はないこと。

9 がん原性指針6関係

労働者の氏名等の記録を 30年間保存することとしたのは、 5と同様の趣旨であること。

10 がん原性指針対象各物質に係る留意事項

( 1）エチノレベンゼン

エチノレベンゼンについては、ガソリン等の燃料油にも含有されているが、リスク評価の

結果、給油等の業務はばく露リスクが低いとされたことか白、「ガソリンスタンド等におけ

る取扱業務」については、がん原性指針に基づく措置の対象業務には含まれないこと。た

だし、エチルベンゼンに係る危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付は、法により

義務とされていることから、当該業務においても、 2( 4）アに示すがん原性指針7 ( 1) 

に規定する措置を講じなければならないこと。

(2）酢酸ピニル

がん原性指針における酢酸ビ、ニルは、いわゆる酢酸ピニルモノマーの意であり、酢酸ピ

ニル樹脂等酢酸ピ唱ニノレを重合させたものは、酢酸ピニルには該当しないこと。しかしなが

ら、これら重合物についても、酢酸ビニルの含有量がその重量の 1パーセントを超えるも

のはがん原性指針の対象となることに留意すること。

(3) 1 .• 4 ジオキサン

i ';• 4ージオキサンは皮膚浸透性が強く、直接触れた場合に皮膚を通して体内に吸収さ

れる三と、また、眼、粘膜、皮膚等に付着した場合も刺激性を有することが知られている

ので、これらの点についても配慮が必要であること。また、水への溶解性が高く、一度混

合すもと水と分離しにくい性質があり、 l, 4ージオキサンを含む廃水の処理及び 1, 4 

ージオキサンの混和した水の取扱い等の際にも l, 4ージオキサンにばく露するおそれが

あること。

さらに、機械部品の洗浄等に広く使用されている第2種有機溶剤の l, 1, lートリク

ロルエタンには、数ノ号一セント程度の 1, 4ージオキサンが安定剤として添加されている

ことが多いので、 1' l, 1ートリクロノレエタンを使用する事業者に対しても 1, 4ージ

オキサンの存在の有無及びその含有率をチェックし、適切な管理を行うよう指導す石こと。

(4) N, Nージメチルアセトアミド

N,N ジメチルアセトアミドは経皮吸収による健康障害が懸念される物質であるため、

これを考慮、して不浸透性の保護衣の使用等の対策を講じることが望ましいこと。

( 5）多層カーボンナノチューブ（がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあ

るものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る。）

がん原性指針対象となる多層カーボンナノチューブは、平成28年3月31日付け基発0331

第 25号「「労働安全衛生法第 28条第3項の規定に基づき厚生労働大庄が定める化学物質に

よる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」の周知について」において示

したとおり、晴乳動物を用いた長期毒性試験で発がん性が確認された、株式会社物産ナノ

テク研究所、ナノカーボンテクノロジーズ株式会社又は保土谷化学工業株式会社が製造し

た、川NT-7 （ナノサイズ（直径で概ね lOOnm以下）のものに限る。以下同じ。）及びNTー7K
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（以下「M州Tー7等」という。）であり、 MWNT7等及びこれらを 1%を超えて含有する物（以

下「MWNT-7等含有物等」という。）については、がん原性指針に基づく措置が必要となる

が、 MWNTー7等をナノサイズ（直径で概ね lOOnm以下）を超える粒径に造粒したもの又は

MWNT-7等が樹脂等の固体に繰り込まれている状態のもの等を取り扱う場合であって、労働

者が MWNT-7等にばく露するおそれがないときは、がん原性指針に基づく措置は要しない

こと。ただし、これらを粉砕する等により、労働者に MWNT 7等へのばく露のおそれがあ

る業務については、がん原性指針に基づく措置が必要となるこど。

なお、附NT-7等は、炭素製品又は炭素原料の一種であることから、 M州Tー7等を製造し、

又は取り扱う業務のうち一部の業務については、粉じん障害防止規則（昭和 54年労働省令

第四号。以下「粉じん則Jという。）別表第1に規定する「粉じん作業」及びじん肺法施

行規則（昭和 35年労働省令第6号。以下「じん肺則」という。）別表に規定する「粉じん

作業」に該当するため、粉じん則及びじん肺則に定められた措置が必要になること。さら

に、「ナノマテリアルに対するばく露防止のための予防的対応について（平成21年3月 31

日付け基発第 0331013号）」に示すところの、ばく露防止対策等（外部への汚染防止や、爆

発火災防止対策を含む。）にも引き続き留意すること。

第3 物理化学的性質に関する参考資料

対象物質に関する物理化学的性質に関する情報については、 4ータ｝シャリーブチルカテコ

ール及び多層カーボンナノチューブ（がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれの

あるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る。）を徐き、厚生労働省ウェブ‘サイ

ト「職場のあんぜんサイトJのGHS対応モデノレラベル・モデルSDS情報を参照されたい。

なお、 4ーターシャリーブチルカテコ｝ル及び多層カーボンナノチューブ（がんその他の重

度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるもの

に限る。）については、製造事業者等が作成した SDS等により確認すること。

第4 その他

国が実施した哨乳動物を用いた長期毒性試験の結果については、「職場のあんぜんサイト」の

がん原性試験結果に掲載しているので、参照されたい。
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(jjlj記）

平成3年8月 26日付け基発第 513号

平成4年 12月 21日付け基発第 658号

平成4年 12月 21日付け基発第658号の2

平成5年6月 25日付け基発第 419号

平成5年6月 25日付け基発第 419号の2

平成6年 3月 25日付け基発第 155号

平成6年3月 25日付け基発第 155号の 2

平成7年9月 22日付け基発第 569号

平成7年 9月 22日付け基発第 569号の2

平成7年9月 22日付け基発第 569号の 3

平成9年 2月6日付け基発第80号

平成9年2月6日付け基発第80号の2

雫成9年2月6日付け基発第 80号の3

平成9年 2月6日付け基発第 80号の4

平成9年2月 6日付け基発第80号の 5

平成 14年1月 21日付け基発第 0121001号

平成 14年1月 21日付け基発第 0121001号の2

平成 17年6月 14日付け基発第 0614001号

平成 17年6月 14日付け基発第 0614002号

平成 18年3月.31日付け基発第 0331008号

平成 18年3月 31日付け基発第 0331009号

平成 18年 3月 31日付け基発第 0331010号

平成23年 10月 28日付け基発 1028第4号

平成 23年 10月初日付け基発 1028第5号

平成 24年 10月 10日付け基発 1010第2号

平成24年 10月 10日付け基発 1010第3号

平成 25年 10月1日付け基発 1001第6号

平成 25年 10月1日付け基発 1001第7号

平成 26年 12月3日付け基発 1203第5号

平成26年 12月3日付け基発 1203第6号

11 



匝回
がん原性指針と有機溶剤中毒予防規則及び特定化学物質障害予防規則との関係

1 有機溶剤関係

がん原性指針対象物質のうち労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号。以下「令」と

いう。）別表第6の2の有機溶剤（以下単に「有機溶剤」という。）に該当するもの（以下「有

機則対象物質Jという。）について、がん原性指針に規定する措置と有機溶剤中毒予防規則（昭

和 47年労働省令第36号。以下「有機則」という。）の適用関係は次のとおり。

有機則対象物質
の単一成分の含

有量

1%超

1%以下

有機則対象物質の
単一成分の含有量
と有機則対象物質
以外の有機溶剤の

含有量

5%超

5%以下

5%超

5%以下

有機溶剤業務
（有機則第1条第6号イ

～ヲに掲げるものをいう。
以下同じ。）

~＝ 有機則対象範囲－＝ I

有機溶剤業務以外の
業務

・：※1 : I I 

！ 向原性指針対象範囲 I

』四ーーーー園田1-－ーー－ .. 
: 有機則対象範囲 ： 

舗E・J

※1 有機則の適用があり、がん原性指針のうち 3 ( 1 ）、 4 ( 1 ）、 5、6、7 ( 1)が適

用される。※ 1以外の範囲は有機則の適用はなく、がん原性指針のうち 3( 4）、 4( 3）、

5、6、7 ( 1 ）が適用される。

2 パラー工トロクロルベンゼン関係

がん原性指針対象物質のうちパラーニトロクロルベンゼンについて、がん原性指針に規定す

る措置と特定化学物質障害予防規則（昭和47年労働省令第39号。以下「特化則Jという。）の

適用関係は次のとおり。

パラーニトロクロルベンゼンの

含有量

5%超

1%超

1%以下

製造し、又は取り扱う業務

．‘櫨．橿睡匝

I : 特化則対象範図 ※2 : I 
I ~ ................................... ; I 

がん原性指針対象範囲

l---－ーーーーー－ _1 

※2 特化則の適用があり、がん原性指針のうち 3 (2）、 4 ( 1 ）、 5、6、7 ( 1 ）が適

用される。※2以外の範囲は特化則の適用はなく、がん原性指針のうち 3( 4）、 4( 3）、

5、日、 7 ( 1 ）が適用される。



3 エチルベンゼンほか 12物質関係

( 1)がん原性指針対象物質のうちDDV  Pについて、がん原性指針に規定する措置と特化則の

適用関係lま次のとおり。

DDV Pの含有量 成形、加工又は包装の業務
成形、加工又は包装の業務

以外の業務

． － 
” - ・・ ・・．． ，． 

1 %超
． 

特化則対象範囲
，． がん原性指針対象範囲． ． 

． ．． ． ，． ※3 
..陣a・・副鶴田陣閏’..・・・闘副・・眠障聞旬櫨出掴掴闘．．，’． 

1%以下

※3 がん原性指針のうち、 3 ( 3）、 4 ( 2）、 5、6、7 ( 1 ）が適用される。

(2）がん原性指針対象物質のうちエチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、 1, 4ージオ

キサン、 1, 2ージクロロエ51ン、 1, 2ージク回ロプロパン、ジクロロメ告ン、スチレ

ン、 1' 1' 2, 2ーテトラクロロエ51ン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン

及びメチルイソブチルケトン（以下「エチルベンゼンほか11物質」という。）について、

当該指針に規定する措置と特化則等の適用関係は次のとおり。

エチルベンゼン ヱチルベンゼン 特別有機溶剤業務 特別有機溶剤業務以外

ほか 11物質の単 ほか 11物質、エ ※5 の業務（エチルベンゼン

一成分の含有量 チルベンゼンほ を含有する製剤その他

か11物質以外の の物に係るガソリンス

特別有機溶剤 タンド等取扱業務を除

（※4）及び有 く。（※6))

機溶剤の含有量

1%超 「田岡醐附田岡酬園田岡噌 - - - ， ．． 圃圃圃圃 ・・園田 ・・・・・
5%超 』 特化則対象範囲 ~ がん原性指針対象範囲 l

宇 一一ーー一回一一一ー一一一一一｝一－一－ 日 d一一一周一一一千岨 圃円 『－~－··－，四曹胴

5%以下 I I ※s I 
』・・・ ．．． 圃・・・・ ・・・圃 ・・・圃 ・・・・ ・園開園

1%以下 医E 一師有機則対象範囲院町厩～汁I 

5%超 ド※7 ・
・• I ー・・・岡田園田健闘......圃聞耳睡＂＇・

5%以下

※4 特化則第2条第1項第3号の2に定めるものをいう。

※5 特別有機溶剤業務とは、ヱチルベンゼンにあっては「塗装業務」、 1, 2ージクロロプ

ロパンにあっては「洗浄・払拭の業務」、クロロホルム、四塩化炭素、 1' 4ージオキサ

ン、 1, 2ージクロロエ9ン、ジクロロメ告ン、スチレン、 1 1' 2, 2ーテトラク

ロロエ告ン、テトラク口口ヱチレン、トリクロロエチレン及びメチルイソブチルケトン

にあっては「有機溶剤業務』を指す。

※6 当該業務においてエチルベンゼンを取り扱う場合には、エチルベンゼンの含有量が

1%を超える場合であってもがん原性指針の対象とはならないこと。一方、当該業務に

おいてエチルベンゼン以外のがん原性指針対象物質を取り扱う場合には、当該指針対象

物質に着目した指導が必要であることから、当該指針の対象となる可能性があること。



※7 有機溶剤のみで含有量が5%を超える場合は、特化則ではなく、有機則の適用となる。

（例 1）有機溶剤6% ＋特別有機溶剤0.8% →有機則の適用

（例2）有機溶剤 4.5% ＋特別有機溶剤0.8% →特化則の適用

※8 がん原性指針のうち、 3 ( 3）、 4 (2）、 5、6、7 ( 1 ）が適用される。

4 その他の物質関係

がん原性指針対象物質のうちょ記1～3に掲げる物質以外の物質について、がん原性指針に

規定する措置の適用関係は次のとおり。

その他の物質の含有量 製造し、又は取り扱う業務

ーーーー問問ーーー唱
1. %超 I がん原性指針対象範図 ※9 I 

L－ー回目園田ーー，
1%以下

※9 がん原性指針のうち、 3 ( 4）、 4 ( 3）、 5、6、7 (2）又は（3）が適用される。



呼吸用保護具 ※作業環境中の漉度や作業時聞を考慮して適切なものを選択すること。 回E
岨且占ム，占企i主主、

l送気マスイフ、
Eーアミノ－4－？口口フェノー ｜ ｜防じん機能付き防毒マスウ（ろ過材の等級L3,S3,
Jレ IL2，段、吸収缶：有機ガス用）

塩化アリJレ 送気マスヴ、有機ガス周防毒マスイ〉

防毒マスウの規格（平成Z年労働省告示第68
号）、JIST8152（防毒マスウ）、JISて8153
（送気マスウ）

防毒マスクの規格、JIST8152、JIST8153

1送気マス守、
オJレトフエニレンジアミン及びそl防じん機能円防毒マスウ（ろ過材の等級L3,S3, ｜防毒マスクの規格， JIS丁目1見 JIST8153
の梅 IL2,S2、吸収告．有機ガス用）

送気マスウ、
1－？ロロー2ーニトロベンゼン Ii訪じん機能付き防毒マスウ（ろ過材の等級凶，S止 ｜防毒マスウの規格、JISTS152, JIST8153 

L2,S2、吸収缶：有機ガス用）

り~：－~？ロロー 1 ーニトロベ｜野蒜ふき防毒マスヴ（ろ過材の等級 L3,S札 ｜防毒マスウの輔、崎市民J町 8153
J 込 J ’L2,S2、吸収缶有機ガス用）

N, Nージメチルアセトアミド ｜送気マスウ、有機ガス用防毒マスヲ 防毒マスウの規格、JIST8152、JIST8153

ノルマルーブチル－2,3ーエ I 
ポキシプロピルエー子Jレ ｜送気マスウ、有機ガス用防毒マスウ 防毒マスウの規格、JIST8152、JIST8153

送気マスヴ、
パラ一二トロアニソーJレ 防じん機能付き防毒マスウ（ろ過材の等級：L3,S3, ｜防毒マスヴの規格、JIST8152、JIST8153

L2,S2，吸収缶有機ガス用）

1ーブロモ－3－？ロロプロパン｜送気マスウ、有機ガス用防毒マスウ

1ーブロモブ告ン 送気マスウ、有機ガス用防毒マスウ

保護衣、保護手袋等

防毒マスウの規格、JlST8152、JlST8153

防毒マスウの規摘、JlST8162、』ST8153

（掲載物質共通）耐透過性、耐浸透性、反発性については、それぞれJIST8115に定める献験の結果から得られた等級を踏まえ、等級
ごとに示されている透過時間等を考慮した対応（例：使用時間を記録し、透過時聞を経過する前に保護服を交換する。）が望ましい。ま
た、気密形保護服、密閉型保護服の使用に当たっては、暑熱源境等物理的要因を考慮し、適切な対応を取ることが必要である。

金
JIST8115（化学防護服〕、JIS丁目， ，－扇花事
防謹手袋上、JIS丁目117（化掌防措墨鈍）

EVOH（エチレンーピ二Jレアルコール共重合体）製、 I 
ポリピニル7J同一Jレ製 jJI渇T8115,JIST8116, JIST8117 

諸問ニレンジアミン及びそ｜ブチ阿ム製、材プレンゴム製 IJ町 8116,JIST8116, JIST8117 

1 ーヲロロートニトロベンゼン 1；~y~お孟レンービニルアルコール共重合側、 ｜崎市115'JIST8116, JIST8117 

2, 4ージヲロロー1ーニトロベ｜類似構造の物質である1ーヲロローZーニトロベンゼンl
ンゼン ！ ｜の欄を参照 jJ悶T8115,JIST8116, JIST8117 

N,Nージメチルアセトアミド

JIST8115、JIS丁目116、JIS丁目120



二四宮高 るもの 咽品

パラーニトロアニソール JIST8115、JIST8116、JIST8121

1ーブロモ－3ーヲロロプロパン JIST8115、JIST8116、JIST8123

1-:fロモブ告ン JIST8115、JIST8116、JIST8124

保護眼鏡

!fl 

2ーアミノ－4 ？ロロフヱノー
ル、塩化アリJレ、オJレトフェニレ
、ジアミン及びその境、 1ーウ口l

；漏出掛縁部~£~：＝~開協同吋護めがね）
エポキシプロピJレエーテル、パにとが望ましい。
ラーニトロア二ソーJレ、 1 7口
モ－3ーウロロプロパン

N,Nージメチルアセトアミド

ゴゲJレ形句F用が望ましい。また、一度破損又は汚染IJIST8147
したものは使用しないことが望ましい．

※メィーゥリJし酸2,3ーエポキシプロピJレについては呼吸用保穫具、保護衣‘保護手袋等及び保護眼鏡について別途示すこととしている。



作業環境測定の方法及び測定結果の評価の指標（評価指標）
仁豆直己

作業環境測定の方法 作業環境測定の方法の鮮側（多考例）

番号｜ 物質名 管理濃度等（渓1)

世料揮取方法 分析方法
分析法及び

1 ，.ーアミノー4ークlろ過補集方蕊
ロロコェノール 目

高品1主体クロマトグラフ分析方法

2 Iアントラセン フィルター及び捕集管を細み合l高連携体クロマトグラフ分析方法
わせた相繍型のろ過補繍方法 ＇＂はガスタロマトグラフ分析方法

ガスクロマトグラフ分析方洛又は，
高速液体クロマトグラフ分析方洛l 2POm 

s I塩化アリル 国体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法 1,,m 0.0017ppm 

崎一

Ar
叩
嗣
叩

p
！
 

加除脱着

ガスクロマトグラフ
本来炎イオン検出様

（円。｝

オルトーフエエレ
• Iンヲアミン及びそlろ;Mj書集方法

の塩 '' 

l高速戒体クロマトグラフ分析方 lオJレトーフヱエレンジアミン
法 lとして0.1mg/m'

37ppb ' 
(1.•x10·' I硫酸含浸ガラス繊錐ろ

mo加ヨ） ' ・-

祖師ill!k体
クロマトグラフ

指外吸光度続出II

11 I岡寝化炭素

1抜体繍集方法にあってl志、吸
護休捕集方法又は国体繍集方｜光光度分続方濠
法 12固体捕集方涼にあっては、ガ

スクロマトグラフ分析方縫

s,,m 

7 14ノリン及びその｜国体榊方法 ｜ガスクロマトグラフ分析方法

• 1~；g~お；－ I国体欄方法 ガスクロマトグラフ分針方法

〈構造煩似物質の管理JI度
〉
パラーニトロクロルベンゼン
06mg/m' 

9 .1クロロホルム

1 ~度体繍集方法にあっては．吸
z光光度分析方法

液体捕集凋法、国体鋪集方法又！2図体繍集方法又は直後繍集
iま直鋒摘9裏方港 i方法にあっては、ガスクロマトグl

ラフ分析方法

3POm 

10 l酢敵ピニル ｜固体捕集方法 ガスタロマトグラコ分析方法 10,.m 

1, 4 ジオキサ l固体捕集方法又は直接繍集方f
12 lン l法 lガスクロマトグラフ分析方治 I 10,,m 

1液体補集方法にあっては、吸
' E先先度分析方法1, 2 ジクロロエl液体捕集方浪、固体棟集方法又｜

13 t；.~ ｜は醐棚方法 ｜組摂常~~；｝~~ci明事1 同問

ラフ分続方法

注
高方集姻

畑
佐
世
庁図

ト
ゼ

町
ン

ク
ペ

ジ
ロ

ザ
ト

ト
ェ

し
い
ト
ン

4
 

高速し1主体クロマトグラフ分続方法

2.4 ジクロロ
15 11ーユトロペンゼ｜固体捕集方法

'" 

？柵遣覇似物置の管理温度11.0 ppb 

ガスクロマトグラフ分析方法 1；（ラーニトロクロルペンゼンI(7.Bx10·• 

0.6mg/m' I mglm') 

出
回
分

M
W時

T
m
a
 

加鱒脱着
ガスクロマトグラフ

円D

16 11. ~：：－ジク？ロプl団体捕集方迭ロ，v lガスタロマトグラフ分析方法
¥ppm 

50 ppb 活性炭管
ガスクロマトグラフ

＂＂＇型電気伝導度検



作業環境測定の方法

番号｜ 物質名 管理謙虚簿（来1)

世料揮取方法 ｜ 分析方銭

t7 Iジクロロメ事ン 思休繍集方法又！ま直後補附｜ガスクロマトグラフ分析方法 5泊ppm

18 1" Nーミジト｝メチルアセ 国体捕集方法 ｜ガスクロマトグラフ分析方法 !Op中m
トアミ

,, I＇ホー3メスジチフクルェロイロートピ2，ニ2ルai固体繍集方法 ｜ガスクロマトグラフ分析方法 0.1mg/m' 

20 NムNアーミジドメチルホルI閏体繍集方法 ｜ガスタロマトグラフ分析方法 10oom 

21 Iスチレン

吸

集

グ

比
輔
副
作

て
目
白

つ
国
ク

あ

は

ス

に
又
ガ

捻
山

ha他『
da山山いト
h

方
割
方
同

集
方
集
河
法

繍
4
繍

4
a

体
附
体
功
析

議
制
聞
出
4m

1
h
官
官
ヲ

－又法方集補体且
法

法
方

方
＆
泉

佐－

S伺
繍

m他
憎

体
磁

波
は

20ppm 

,1 ；夜休捕集方建にあっては.＠
,1, 1. 2, 2 予ト｜議体繍集方法又は固体捕集方｜光光度分析方建

24 Iラタロロヱタン ｜法 12国体捕集方法にあってはi
. ' 目スクロマトグラヲ分析方法

’pom 

25 I~閉ロロエチレ1：体棚方法又1地検補制lガスクロマトグラフ州方法 50ppm （※2) 

設

－
nグ

4
h

帥
朴

て

H
ロ

つ
川
タ

あ

M
ス

＝
又
ガ

副
長
法
L

方
州
諸
方
同

－m方
集
司
法

鍋
柵
也
伺
柚
珊
，
“

tH

品
品
榊

1坤

ut同
伊

又法方am 
鋪
m体且

法
法
方

嗣…欄
補
検

体
直

線
拡ロ

h
ツJ
 

トt
L
 

1
U
 

1
J
 

8
 

2
 

200ppm 

吸

集

グ

、
相
ト

は
肘
マ

て

H
ロ

つ
唱
4
h
J

あ

同

ス

＝
又
ガ

出
k
法
九

方
組
方
財

－m方
集
て
議

柑
問
者

液
先
園
出
晴

1
出
恒
防
防

又法ゆ伺
M集鋪

m
持
浄同

法
法
方

方
集－m繍檎

被

拾
mけ
泊
四
匹

裁
はンレテヱロロhJ

 
J
 

ト－
 

7
 

2
 

10~~m 

ノルマループチル

四 1;;,lp'k－；~！主｜固体棚方法
Jレ

団スクロマトグラフ分続方法 3ppm 

！？《ラアジクロルペl固体捕集方法
J包J

l;liスタロマトグラフ分析方法 10ppm 

作業環境測定の方法の詳細｛多考偶）



作業環寝測定の方捻 作業環境測定の方法の詳細（参考例｝

番号｜ 物質名 管ミ選遭度等（※1)

館料探取方法 分析方法 定量下限
捕集法

〈揚，＇・琉量、
補集時間｝

分析法及び

検凶器

叩 lパラヱトロアニ｜固体捕集方法
ソール

｜ガスクロマトグラヲ分析方法

〈構造掴似物質の許容濃度
〉
パラーアニシジン0.5mg/m'I 4.3 ppb 
（岡本産業衛生学会、 I (27x10一混

同CGHl I mglm'l 
ジェトロトルエン(i！合物〉 目

0.2mg/m'(ACG H) 

Tenax管
2凹ml/分
10分

加除脱緒
ガスクロマトグラフ

FIO 

t液体捕集方法にあっては、

パラーニトロクロ｜液体術集方法又は固体捕集方｜殴光光度分析方法又lまガスク l
31 Iルベンゼン ｜法 ｜ロマトグラフ分続方法 I D.6mg/m' 

' '2固体捕集方法にあっては．
ガスク口マトグラフ分析方法

ヒドラジン：＆ぴそ
32 Iの塩、ヒドラジン｜固体捕集方法

一水和物
高速議体クロマトグラフ分析方法

ヒドラジンとして
0.13m唱Im'

33 Iピフェエル l団体術集方法 ガスクロマトグラフ分析方波 0.2eom 

34 12－ブテナール ｜固体繍集方法 高速護休クロマトグラヲ分続方治 。2ppm

法方集補体
、
固

quv

、J
－
4
 

匂，
宅
ロ

ロ
プ

フロ一ローク時 ガスクロマトグラフ分析方法

36 11ーブロモブタン l(ili体補集方法 ガスクロマトグラフ貨畳分析方涼

2DOPm 

誤認1作業環境評価基準｛昭和田年労働省告示第79号｝の別表に掲げる管理温度とr労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による鍵
康障害を防止するための指針」に基づき作象環境測定の結果を静価するために使用する評価指棟

※2テトラクロロエチレンの管現温度については、平成田年10月1日からsa,,mから25押 mlこ改める改正がE賞用される．


